
新型コロナウイルスに関する５月８日以降の会務対応について

 ５月８日以降は、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更（２類感染症→５類感染症）

により、現在の「法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組み」から、「個人の選択を尊重し、

国民の皆様の自主的な取組をベースとしたもの」に大きく変わります。

 基本的対処方針及び業種別ガイドラインは廃止となることから、日常における基本的感染対策について、

個人や事業主は、主体的な選択及び自らの判断に委ねられ、自主的な感染対策に取り組むこととなりま

す。

項目 現行（３月 13 日以降の対応） ５月８日以降の対応

委員会（外部関係者と

の打合せを含む。）

 オンラインでの開催を原則とし、委員会の目

的を達成するのに必要な場合に、ハイブリッ

ド又は対面での開催を検討する。

 委員会の開催形態（オンライン、ハイブリッ

ド又は対面）については、委員会の目的、必

要コスト、出席者の利便性、開催の機動性、

会議室の状況等を勘案し決定する。

 対面で開催する場合は、感染防止策を施す。 （削 除）

 懇親会を開催する場合は、同一テーブルの人

数をできるだけ少人数、かつ滞在時間をでき

るだけ短時間にする等、「３密」とならないよ

うに配慮する。

 懇親会は、５類移行になったものの一定の配

慮した上で開催する。

研修会・イベント  研修会・イベントは大人数が参集することに

なるので、リモート開催とすることの可否を

慎重に検討し、対面で開催する場合は、感染

防止策を実施の上で開催する。

 研修会・イベントの開催形態（オンライン、

ハイブリッド又は対面）については、研修会・

イベントの目的、必要コスト、出席者の利便

性、開催の機動性、会議室の状況等を勘案し

決定する。

 可能であればリモート参加できるような方

法も実施する。

（削 除）

外部大規模イベント

への業務上の参加

 参加の必要性や地域の感染状況・会場の感染

防止策の状況に応じて判断する。

（削 除）

外部関係者との会食  会食を開催する場合は、同一テーブルの人数

をできるだけ少人数、かつ滞在時間をできる

だけ短時間にする等、「３密」とならないよう

に配慮する。

 会食は、５類移行になったものの一定の配慮

した上で開催する。

出張・旅行  海外出張は、必要性や出張予定国の感染状況

等に応じて判断する（安全を確保できるかど

うかを含め検討する。）。

 （同 左）

 国内出張は、必要性や地域の感染状況に応じ

て判断する。

（削 除）

 プライベートな海外旅行及び国内旅行につ

いては、地域の感染状況に応じて判断する。

 プライベートな海外旅行については、地域の

感染状況に応じて判断する。

事務局体制  会務に支障がない限りにおいて、５割の出勤

率を目標に、在宅勤務を推進する。

 コミュニケーション不足やエンゲージメン

ト低下が顕在化している現下の状況に鑑み、

スタッフの勤務形態については、各部署の業

務に応じたハイブリッドな勤務形態を継続

しつつ、週３日の職場への出勤を基本とす

る。

 出勤する場合には、シフト勤務を活用するほ

か、大会議室で業務を行う等、できる限り「ゼ

ロ密」になるよう配慮し、少なくとも「３密」

とならないようにする（効果的な換気に留意

する）。マスクの着用は任意とする。

 出勤する場合には、効果的な換気に留意する

など配慮する。マスクの着用は任意とする。



 派遣スタッフも、可能であれば在宅勤務とす

る。

 派遣スタッフも、可能であればハイブリッド

な勤務形態とする。

 なお、部署内での感染者の発生や感染状況の

急速な悪化に備え、３割以下の出勤であって

も業務が遂行できるよう準備しておく。

 （同 左）

各種窓口  会館３階窓口、図書資料室、無料職業紹介所

を再開する。

 各種相談、問合せ及び書類の受領は、可能な

限りメール及び郵送で対応する。

 事務局同士の連絡は、内線電話ではなく MS-

Teams を利用する。

 書籍の注文は、会員専用ｳｪﾌﾞｻｲﾄからとする。

 租税相談室はメールで相談を受け付ける。

（同 左）

地域会事務局  地域の状況や会議の開催など地域会活動の

頻度などを勘案し、事務局の出勤体制を検討

する。

（同 左）

以  上


